
「労働経済論」講義（川村雅則）が贈る、恒例の「団結剣」企画 

学校で労働法・労働組合を学ぶ！

自らを守るために、ひとびとを救うために 

 
 

アルバイトにおいてさえこうした事態を回避も解決もできないのであれば、ま

してや、社会人として就職した場合に直面するであろう、より一層のさまざま

な困難には、イッタイどう対応すればよいのだろうか（まじめな話、就職先が

ブラック企業だったらきみはどうする？）。 

 

というわけで、みんなに伝授したいのが「団結剣」という武器だ

（「団結権」の誤りではない、念のため）。 

 

「団結剣」提唱者であり、長年数多くの労働相談にのって労働組

合づくりを支援してきた鈴木さんを講師に、このことを考えてみ

よう。 

働き始める前の、あるいは就活中のあなたに贈る今年最後のプレゼント♪ 

 

とき １２月１５日（月）１０：４０～１２：１０ 

場所 ５号館５階５０番教室 

講師 札幌地域労組 副委員長 鈴木一さん／札幌地域労組 http://www.infosnow.ne.jp/~sgu/ 

問い合わせ先 川村雅則研究室 011-841-1161（内 2744） 

若者を使い捨てる企業、いわゆるブラック企業問題が深刻である。 

 

そんなときだからこそ、在学中に労働法（ワークルール）や労働組合を学ぶ必要がある。 

 

労働法は、労働組合があってこそはじめて機能する。労働法が自動的にきみたちを救ってくれるわけで

はない（断言してもよい）。 

 

そのことは、きみたちのアルバイト先の、例えば不払い労働に代表されるような、数々の法律違反を例

にあげれば、すぐに理解できるだろう。 

 

（絵・野澤香里） 

 

今年は本も出しました！ 


